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 障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有して

いる。 

 障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同

等の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十

分満たされた相当の生活を送ることができる権利を意味する。 

 障害者は、可能な限り自立させるよう構成された施策を受ける資格がある。 

（障害者の権利宣言の３及び５） 

 

 

障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障

害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテ

ーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を

図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行

うこと。 

（障害者総合支援法第２条第１項第１号） 

 

 

すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生

活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければな

らない。 

（障害者総合支援法第３条） 

 

 

 

 

 

障  が い  者  福  祉 
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Ⅰ 障害者総合支援法 

 

平成 15 年に障がい福祉サービスの利用内容を行政が決定する「措置制度」から、障がい

者自身がサービス内容や事業者等を選択し、契約する「支援費制度」が導入されました。

しかし、身体、知的、精神それぞれの障がいによって利用できるサービスも異なり、住ん

でいる地域によっては、利用できないサービスもありました。そこで、平成 18 年に障害者

自立支援法が施行され、身体、知的、精神の３障がい共通のサービス体系とし、公平なサ

ービス利用のための手続きや基準が明確化されました。さらに、障害者自立支援法の諸問

題を解決するため障がいのない市民との平等と公平、サービスの谷間や空白の解消、本人

のニーズに合った支援体制などの視点から制度改革が行われ、平成 25 年４月には障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）

が施行されました。また、障害者総合支援法が施行されるまでの間に利用者負担の原則応

能負担、相談支援の充実、障がい児支援の強化のための法改正も行われています。 

 宮古市は、障害者自立支援法の施行を受けてから、平成 19 年３月に障がい者福祉施策を

総合的かつ計画的に推進するための指針となり、必要な障がい福祉サービスを確保する宮

古市障がい者福祉計画を策定し、法定計画の作成に取り組み、令和５年度には第７期宮古

市障がい者福祉計画、第３期障がい児福祉計画を策定しました。第７期計画では、これま

でのサービスの利用実態やサービス基盤の整備状況等を勘案してサービス見込量を見直す

とともに、国の関連施策を加味して再構成しました。 

今後も、市の福祉関連計画との整合性を確保しながら、障がい者福祉施策のより具体的、

効率的、積極的な推進を図っていきます。 

 

１ サービスのしくみ 

  在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用す

るサービスがあります。入所施設でのサービスは、24 時間を通じた施設での生活

から、地域と交わる暮らしへ転換していくため、日中活動系サービスと居住系サ

ービスに分けられました。 

（１）訪問系サービス・その他 

在宅で訪問を受けたり、通所により利用するサービスです。 

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所（ショ 

   ートステイ）、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助 

（２）日中活動系サービス 

入所・通所施設で日中の活動を支援するサービスです。 

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 

（３）居住系サービス 

入所施設等で行う住まいの場（夜間）としてのサービスです。 

施設入所支援、共同生活援助（グループホーム） 
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（４）補装具費の支給 

    義肢・補聴器・車椅子等の補装具の購入費、借受け費、修理費の一部を支給しま

す。 

（５）自立支援医療 

    指定自立支援医療機関で医療を受けた場合の、医療費の一部を支給します。 

（６）地域生活支援事業 

障がい者を総合的に支援する体制をつくるために県や市町村が独自で行う事業で

す。相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付、移動支援 等 

 

２ 障がい福祉サービス利用までの流れ 

  申請からサービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。 

（１）相 談 

市町村または相談支援事業所に相談します。 

（２）申 請 

申請用紙に必要事項を記入して、市町村に申請します。 

申請には、印鑑・障害者手帳・年金証書等が必要です。 

（３）調 査（アセスメント） 

    専門の調査員により、障がいの状況についての調査が行われます。 

（４）審査・認定 

調査の結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが

必要な状態かにより障害支援区分（区分１～６）が決められます。 

※ 障害支援区分の有効期間は３年を基本とします。 

（５）利用意向の聴取・サービス利用計画案の提出 

サービスの利用についての聞き取りを行い、障害支援区分や介護する人の状況、

申請者の利用意向等をもとに、相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成しま

す。 

（６）支給決定 

サービス等利用計画案などをもとにサービスの支給決定がなされ、受給者証が交

付されます。 

（７）事業者と契約 

サービスを利用する事業者を選択し、事業者とサービス利用に係る契約を結びま

す。 

（８）サービスの利用開始 

    受給者証を提示してサービスを利用します。 
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３ サービスを利用したときの自己負担 

原則として費用の１割が自己負担となりますが、負担が重くなりすぎないように所得

に応じて上限が決められています。 

（１）障がい福祉サービスの利用者負担上限額 

   ① 障害者（18 歳以上）で、居宅・通所サービスを利用する方 

所得区分 説   明 負担上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０    

一 般 １ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 16 万円未満） 
9,300    

一 般 ２ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 16 万円以上） 
37,200    

   ② 施設入所者（20 歳以上）、共同生活援助の利用者  

所得区分 説   明 負担上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０    

一 般 市町村民税課税世帯 37,200    

※ 療養介護医療は除く。 

③ 障害児（18 歳未満）で、居宅・通所サービスを利用する方 

所得区分 説   明 負担上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０    

一 般 １ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 28 万円未満） 
4,600    

一 般 ２ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 28 万円以上） 
37,200    

④ 施設入所者（18､19歳） 

所得区分 説   明 負担上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０    

一 般 １ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 28 万円未満） 
9,300    

一 般 ２ 市町村民税課税世帯 

（世帯の所得割合計額が 28 万円以上） 
37,200    

   ※ 障害児施設医療、療養介護を除く。 
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（２）補装具費の利用者負担上限額 

所得区分 説   明 負担上限額(月額) 

生活保護 生活保護世帯 ０円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 ０   

一 般 市町村民税課税世帯 37,200   

  ※ ただし、世帯に市町村民税所得割が 46 万円以上課税されている者がいる場合は、

公費負担の対象外となる。 

（３）自立支援医療費の利用者負担上限額 

所得区分 説明 育成・重度かつ継続 上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ― ０円 

低所得１ 市町村民税非課税世帯

で年収が 80 万円以下 
― 2,500 

低所得２ 市町村民税非課税世帯

で低所得１以外 
― 5,000 

中間所得１ 市町村民税課税以上

33,000 円未満 
該当の場合  5,000 円 医療保険の 

自己負担上限額

と同額 
中間所得２ 市町村民税 33,000 円

以上 235,000 円未満 
該当の場合 10,000 円 

一定所得以上 市町村民税 235,000 円

以上 
該当の場合 20,000 円 

自立支援医療費

支給の対象外 

※ 自立支援医療での「世帯」は、申請者と同じ医療保険に属する者になります。 

（４）高額治療継続者の負担上限額 

対象となる世帯 上限額（月額） 

市町村民税課税世帯で所得割が 33,000 円未満     5,000 円 

市町村民税課税世帯で所得割が 33,000 円～235,000 円未満 10,000 

市町村民税課税世帯で所得割が 235,000 円以上 20,000 
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Ⅱ 障害者自立支援事業等 

障がい者（児）が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、施設入所（通

所）や在宅サービス等の給付を行います。 

第７期宮古市障がい者福祉計画（令和６年度～令和８年度）において、令和８年度末ま

でに、施設入所者の地域生活への移行を７人、施設利用者の一般就労への移行を 15 人（令

和８年度の年間人数）とすることを目指しています。 

 

１ 宮古地区障害支援区分認定審査会 

障害者総合支援法における障害支援区分認定審査会を広域４市町村で共同設置し、認

定審査を実施しています。 

・審査体制  委員 10 名（医師ほか各障がい別有識者で構成。５名×２合議体） 

・開催回    22 回 

・審査件数   231 件（うち、宮古市分 142件） 

認定状況（令和５年度）※（ ）内は宮古市分 

認定区分 認 定 者 数 

１ ２人 （ ２人） 

２ 34 （ 23 ） 

３ 55 （ 35 ） 

４ 58 （ 37  ） 

５ 29 （ 14 ） 

６ 53 （ 31 ） 

合 計 231 （142 ） 

 

２ 自立支援給付 

（１）障害福祉サービス 

① 就労継続支援等 

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の 

    活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 

利用状況（令和５年度） 

サービス種類 事業所名 実利用者数 延利用日数 

就労継続 

支援Ａ型 

鳥もと  12 人  3,040 日 

ABC １ 261 

就労継続支援Ａ型事業所 ヴィータ １ 248 

ジョブシーズみやこ 15 1,725 

Green Table １ 32 
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サービス種類 事業所名 実利用者数 延利用日数 

就労継続 

支援Ｂ型 

のびやか丸   １人  270 日 

風の又三郎 １ 49 

はつらつ農場 １ 21 

盛岡書房 ２ 222 

工房まんさく 18 2,634 

ワークプラザみやこ 34 6,521 

ＳＥＬＰわかたけ 18 3,995 

みやこワーク・ステーション 48 11,175 

宮古アビリティーセンター 50 8,627 

アトリエＳＵＮ 23 3,554 

ルンビニー苑 １ 242 

ワークステージ銀河の里 １ 254 

遠野コロニー １ 107 

第２ブナの木園 １ 270 

ハックの家 ５ 933 

やまだ共生作業所 １ 121 

あおば工房 20 3,409 

ジョブ・パートナー山田 ４ 689 

ピーターズバーグ １ 244 

南部マルシェぞっこん広場 ２ 481 

ジョブタス盛岡中野事業所 ２ 140 

ｋｉｔｃｈｅｎわかたけ 14 2,798 

ジョブシーズみやこ 14 1,320 

ばんがい市場 １ 216 

すまいるわーく ５ 795 

となんカナン事業所 １ 232 

福祉バンクグッドウィルセンター １ 227 

笑光安庭事業所 １ 176 

盛岡アビリティセンター １ 28 

ポパイの家 １ 86 

あんぶれら舎 １ 36 

計 305 55,168 
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② 就労移行支援 

就労を希望する人に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識 

    や能力の向上のための訓練を行います。 

利用状況（令和５年度） 

サービス種類 事業所名 実利用者数 延利用日数 

就労移行支援 

ワークプラザみやこ  13 人  762 日 

チャレンジドジャパン盛岡センター １ 173 

就労移行支援事業所ココエール １ 192 

ディーキャリアいわて・盛岡オフィス １ 243 

計 16 1,370 

就労移行支援

（養成施設） 
函館視力障害センター １ 192 

計 １ 192 

   

③ 生活介護 

常に介護が必要な人に、主として昼間、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創 

作的活動などの機会を提供します。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

太田の園 ２人 469 日 

みらい塾 １ 251 

 緑生園 ４ 965 

 てしろもりの丘あおば ２ 

 

314 

わかたけ学園 55 

 

13,045 

ウイリー ７ 755 

宮古市社協 24 2,886 

 そら 14 2,462 

 センター・うぇる花夢 19 1,742 

 吉浜荘 ２ 540 

やさわの園 １ 270 

障害者支援施設ひばり療護園 １ 55 

石上の園 １ 163 

 

3 

高舘の園 ２ 519 

一関ワークキャンパス １ 270 

みやび １  ７ 

静山園 ２ 534 

興郷塾 ２ 534 

うぐいすの郷 ２ 533 

新生園 １ 248 

四季の郷 13 3,297 
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事業所名 実利用者数 延利用日数 

はまなす  ７人 1,831 日 

太陽の里 １ 263 

ひこうせん １ 261 

やまゆり ２ 540 

りんどう １ 270 

ＳＥＬＰわかたけ 19 3,218 

 かあむ 26 8,771 

指定障害者支援施設 奥中山学園 １  18 

計 215 45,031 

 

④ 自立訓練 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向 

    上のために必要な訓練を行います。 

利用状況（令和５年度） 

サービス種類 事業所名 実利用者数 延利用日数 

自立訓練（宿泊型自立訓練） 
ウイリー 17 人 4,287 日  

ひだまりの家（滝沢市） １    366 

自立訓練（生活訓練） 
ウイリー 19 

   

2,202 

ひだまりの家（滝沢市） ２    253 

計 39   7,108   

 

⑤ 施設入所 

施設に入所して生活する人に、入浴や排せつ、食事の介護等をします。 

  利用状況（令和５年度） 

サービス種類 

 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

施設入所支援 

わかたけ学園  48 人 17,437 日 

かあむ 26 

 

12,057 

函館視力障害センター １ 360 

太田の園 １   366 

緑生園 ３ 1,077 

てしろもりの丘あおば １   423 

吉浜荘 ２   730 

やさわの園 １   366 

障害者支援施設ひばり療護園 １    66 

石上の園 １   235 

高舘の園 ２   703 

一関ワークキャンパス １   366 

みやび １   366 

静山園 ２   705 

興郷塾 ２   722 

うぐいすの郷 ２   717 
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サービス種類 

 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

施設入所支援 

新生園  １人    366 日 

四季の郷 12 4,234 

はまなす ６ 2,107 

やまゆり ２   732 

りんどう １   366 

指定障害者支援施設 奥中山学

園 

１     20 

計 119 

 

44,521 

 

⑥ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、監 

護、介護及び日常生活の支援を行います。 

  利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

国立病院機構盛岡医療センター  ２人    732 日 

国立病院機構花巻病院 １ 366 

国立病院機構岩手病院 １ 366 

国立病院機構釜石病院 11 3,821 

みちのく療育園 １ 366 

計   16  5,651 

 

⑦ 居宅介護（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除の介護等を行います。 

   利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用時間数 

宮古市社会福祉協議会 27 人 1,496.8時間 

ニチイケアセンター宮古 11 3,957.5 

ニチイケアセンター宮古西町 15 2,218.5 

ニチイケアセンター八木沢 29 5,774.5 

ニチイケアセンター西ヶ丘 ９ 1,380.0 

カナンの園（れもん事業所） １ 22.5 

花巻市社会福祉協議会 １ 156.5 

ハートランド宮古 ヘルパーステーション ２ 2,166.5 

計 95 17,172.8 
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⑧ 重度訪問介護 

     重度肢体不自由又は知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難

を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、

外出時における移動支援等を総合的に行います。 

  利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用時間数 

ケアサポート岩手さくら会  １人    525.0 時間 

グリーンケア １ 268.0 

ホームケア土屋 いわて １ 3,456.0 

計 ３ 4,249.0 

 

⑨ 同行援護（視覚障害者のガイドヘルプ） 

     視覚障がいのある人が外出する際に同行して、移動の援助や外出先での必要な

援助を行います。 

  利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用時間数 

宮古市社会福祉協議会  ７人 225.5時間 

岩手ガイドヘルパーセンターあゆみ １ 16.5 

計  ８ 242.0 

 

⑩ 短期入所（ショートステイ） 

     自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間宿泊して、入浴、排せつ、

食事の介護等を行います。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

わかたけ学園  ２人   397 日 

らいず ３ 348 

かあむ １  60 

ウイリー ３ 178 

瑞雲荘 １ 206 

四季の郷 １  36 

こっとん １ 366 

うららか １ 237 

国立病院機構盛岡医療センター １  12 

てしろもりの丘よつば １  15 

計 15 1,855 
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⑪ 就労定着支援 

     一般就労した人の就労継続のため、本人と事業主等との調整を行います。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

ワークプラザみやこ  10 人 100 日 

ＣＯＸ １ 12 

計 11 112 

 

⑫ グループホーム 

     夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。包

括型では入浴、排せつ、食事の介護等も行います。 

  利用状況（令和５年度） 

 事業所名  実利用者数 延利用日数 

若竹会  60 人  33,479 日 

みやま会 11 3,863 

あおば会 ７ 2,439 

風和璃 ９ 2,936 

西部産業 ２   583 

愛護会 ２   730 

結和会 ２   383 

岩手済生医会 ２   854 

岩手更生会 ２   790 

ドリームファーム １   184 

翔友 10 5,607 

悠和会 １   356 

六角牛 １   366 

中山の園 １   366 

岩手県社会福祉事業団 ３ 1,311 

千晶会 ４ 1,356 

チャレンジド・サポートいわて １   366 

ハックの家 １   366 

カナンの園 １   359 

白仙会 ０   197 

米内地域支援プラザ １   457 

親和会 １   280 

50UP ４ 1,439 

杜福サポート株式会社 １   426 

Blue Rose 合同会社 １   339 

盛岡市民福祉バンク １   335 
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 事業所名  実利用者数 延利用日数 

和生会  １人    333 日 

岩手県自閉症協会 １   315 

株式会社 M＆K １    78 

計 133 60,893 

 

⑬ 計画相談支援 

     利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画の作成を行います。 

  利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用者数 

れいんぼー  374 人 1,183 人 

宮古市社会福祉協議会 43 142 

まつやま 92 251 

相談支援事業所きゃんばす 59 167 

太田の園 １ ２ 

地域生活支援センター滝沢 １ ２ 

きく丸 ２ ４ 

ソーシャルサポートセンターもりおか １ １ 

らぽーる １ ３ 

サポートルーム風の又三郎 ３ ６ 

スタンドオフ ４ 11 

サポート玉手箱 ３ ９ 

千晶会 ２ ７ 

ぼいす ２ ３ 

みらいの風 １ ６ 

Ａｒｖｉｖｏ １ ７ 

しおん ３ ４ 

あけぼの ２ ３ 

しょうふう １ ２ 

らいと １ ２ 

ブナの木園 １ ２ 

プラザ １ ２ 

仁愛会障がい者相談支援事業所 １ １ 

トーク ９ 24 

えんの下 １ ３ 

カシオペア １ ２ 

愛護会障害者相談支援センター ５ 10 

みたけ ２ ４ 

ひこうせん １ ２ 
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事業所名 実利用者数 延利用者数 

うぐいすの郷相談支援事業所  １人  ２日 

しんせい ３ ８ 

百万石 １ ２ 

四季 ９ 20 

ハックのサポートセンター １ １ 

中山の園 ３ ６ 

むつび １ ２ 

相談支援事業所らいふ １ ２ 

相談支援事業所 ひだまりの家 １ ５ 

相談支援事業所 結 １ ３  

ひばり障害者支援センター １ ２ 

相談支援事業所「とも」 １ １ 

こころね １ １ 

計  645 1,920 

 

⑭ 地域移行支援・地域定着支援 

㋐ 地域移行支援 

      入所施設や精神科病院から地域生活移行をする場合に住居の確保や障害福祉

サービスの利用に関して、相談や同行支援を行います。 

利用状況（令和５年度） なし 

㋑ 地域定着支援 

      入所施設や精神科病院からの退所や退院、家族との同居から一人暮らしに移行

した方に常時の連絡体制を確保し、緊急事態等における相談に対応する支援を行

います。 

利用状況（令和５年度）  

事業所名 実利用者数 延利用者数 

れいんぼー １人  ４人  

計 １ ４ 

 

⑮ 高額障害福祉サービス費給付 

     同一の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用した場合や、同世帯に

サービス利用者が複数名いる場合などに、その世帯の利用者負担額が高額になら

ないよう、自己負担額のうち算定基準額を超えた金額を支給します。 

利用状況（令和５年度） 

区  分 実利用者数 件数 

介護保険サービスを併用した者 ※１ １人 １件 

計 １ １ 

  ※１ 補装具費の支給を受けた場合も含む。   
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３ 補装具費の給付 

（１）目 的 

身体障がい者（児）の身体的欠損又は身体機能の損傷を補い、就労その他日常生 

   活を容易にするため、補装具費の給付を行います。 

（２）対象者 

    身体障害者手帳の交付を受けた障がい者（児）及び難病患者等です。 

（３）補装具種目（令和５年３月 31 日改定） 

義肢、装具、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、 

歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、その他厚生労働大臣の定める補装具 

（４）費 用 

    原則として１割の利用者負担 

（５）手続き 

市福祉課から補装具費支給の決定を受け、補装具製作施設又は製作業者から製作、 

修理を受けたり、または、補装具を借受けます。  

（６）給付の状況 

購入・修理状況（令和５年度） 

区 分 購入件数 修理件数 合 計 

義 肢 ４件 ２件 ６件 

装 具 18  ４  22 

座位保持装置  １  ０  １  

視覚障害者安全つえ ３  ０  ３   

義眼 ３ ０ ３ 

眼鏡 １ ０ １ 

補聴器 11  ５  16 

車椅子 11  15  26  

電動車椅子 １ ２  ３  

歩行器 ０  ０  ０ 

座位保持椅子  ０  ０  ０ 

頭部保持具  ０  ０  ０ 

歩行補助つえ  ０  ０  ０ 

合 計 50  28  78  
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４ 自立支援医療 

従来の精神通院医療、育成医療、更生医療を統合し、心身に障がいのある方の障がい

の除去・軽減のために行われる、公費負担医療サービスです。 

（１）精神通院医療 

精神科に通院する際、原則１割負担で医療を受けられる制度です。 

交付件数（令和５年度） 

区 分 合 計  異動事由 新規交付 更 新 合 計 

交付件数 1,093 件  異動件数 172 件 921 件   1,093 件 

（２）育成医療（身体障がい児医療） 

18 歳未満の身体障がい児等が障がいを確実に除去、軽減する手術等の医療を行う 

場合に、医療費の一部助成が受けられる制度です。 

受給者数（令和５年度） 

区 分 人 数 延日数 

入院・通院 ０人 ０日 

（３）更生医療（身体障がい者医療） 

18 歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方に対して、その障がいを軽減し、日常生 

活能力・職業能力を回復・改善することを目的とした医療にかかる費用の一部助成 

が受けられる制度です。 

受給者数（令和５年度） 

区 分 人 数 延日数 

入院・通院 16 人 1,191 日 

 

５ 療養介護医療 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、監護、介

護及び日常生活の支援を行います。 

受給者数（令和５年度） 

区 分 人 数 
延日数 

（延食事回数） 

入 院 15 人 
5,475 日  

（12,044 回） 
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Ⅲ 障害児通所支援事業 

児童福祉法に基づき、障がい児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への

適応訓練、社会との交流の促進のため通所サービスの給付を行います。  

 

１ 児童発達支援 

  療育の観点から集団療育及び個別療育の必要性がある未就学児に、日常生活における 

基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を提供します。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

すこやか幼児教室  30 人 1,097 日 

さんこま １ ４ 

アクティブキッズ １ ３ 

計 32 1,104 

 

２ 放課後等デイサービス 

  授業の終了後又は学校の休業日にサービス提供事業所に通い、生活能力の向上のため 

に必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

ゆうやけ  12 人 2,577 日 

さんこま ２  35 

チャレンジアカデミー １  16 

計 15 2,435 

 

３ 障害児相談支援 

  障がい児の家族の意見を聞きながら、課題解決を行ったり、適切なサービスの利用を 

支援するために、相談支援専門員が障害児支援利用計画の作成を行います。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用者数 

宮古市社会福祉協議会 28 人   79 人 

れいんぼー 17 28 

計 45 107 
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４ 高額障害児通所給付 

  同一の方が障害福祉サービスと児童発達支援を利用した場合や、同世帯にサービス利

用者が複数名いる場合などに、その世帯の利用者負担額が高額にならないよう、自己負

担額のうち算定基準額を超えた金額を支給します。 

利用状況（令和５年度） 

区  分 実利用者数 件数 

障害福祉サービスを併用した者 ※ ０人  ０件  

児童が複数おり、障害福祉サービスを利用している者 ０   ０  

合 計 ０   ０  

  ※ 補装具費の支給を受けた場合も含む。 
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Ⅳ 地域生活支援事業 

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じ

て宮古市独自で実施する事業です。 

 

１ 障がい者相談支援事業及び地域活動支援センターⅠ型 

宮古圏域４市町村の共同事業として、障がいのある人や保護者等などからの相談に応

じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行うとともに、障がいのある人が

通い、専門職員の配置による福祉および地域の社会基盤との連携強化、地域ボランティ

ア育成、普及啓発等の事業を実施します。 

相談支援事業（相談者）の内訳（令和５年度）＊圏域の合計 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 重 症 心 身 発達障がい 高次脳機能 そ の 他 計 

1,511 人 5,263 人 6,008 人 189 人 1,083 人 238 人 353 人 14,645 人 

地域活動支援センター利用実績（令和５年度）＊圏域の合計 

ｻｰｸﾙ活動支援 SST（生活技能訓練） ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 表現活動 その他 計 

1,448 人 35 人 53 人 59 人 1,215 人 2,810 人 

 

２ 意思疎通支援（手話通訳者等派遣） 

  聴覚等の障がいのある人の意思疎通を図るため、手話通訳や要約筆記等を行う者の派

遣を行う福祉サービスです。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策として、遠隔手話サービスを実施し、聴覚等の

障がいがある人の支援策を拡充しました。 

派遣状況（令和５年度） 

派遣人数 

（延） 

内訳（委託事業所等） 内 容 

委託（宮古市社会

福祉協議会） 

公務 

（市） 

遠隔手話 

サービス 
医療機関 

受診同行ほか 
88 人  10 人 14 人  ７人  

 

３ 手話奉仕員養成 

聴覚障がい又は音声・言語機能障がいを有する者が地域社会において円滑に社会生活

を営むために、手話奉仕員養成講座を実施し、手話奉仕員を養成します。 

講座開催状況（令和５年度） 

実施者 養成講座回数 受講者数 

宮古市、岩手県聴覚障害者協会宮古支部 23 回  ６人  

※ 令和３年度から市直営で実施。 
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４ 日常生活用具給付 

（１）実施内容 

  重度の障がい等のある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸   

与を行う福祉サービスです。 

給付状況（令和５年度） 

区  分 件 数 備   考 

介護・訓練支援用具 ４件 特殊寝台 

自立生活支援用具 ６  入浴補助用具等 

在宅療養等支援用具 12  電気式たん吸引器等 

情報・意思疎通支援用具    ５ 人口喉頭等 

排泄管理支援用具 1,624 ストーマ装具等 

住宅改修費    １  

合 計 1,652  

 

５ 移動支援 

屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行うサービスです。 

利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用時間数 

宮古市社会福祉協議会 １人 2.5 時間  

ニチイケアセンター宮古西町      ０ 0.00 

ニチイケアセンター西ヶ丘   ２ 9.50 

ニチイケアセンター八木沢   ０ 0.00   

ニチイケアセンター盛岡北      １ 29.00 

合 計      ４ 29.00 時間 
 

６ 地域活動支援センターⅡ型、Ⅲ型 

（１）実施内容 

障がいのある人が通い、機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるた   

めの事業を実施する福祉サービスです。 

Ⅱ型利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

地域活動支援センターかねはま 22 人 2,213 日   

地域活動支援センターあすも       ３ 187 

地域活動支援センター太田の園       ２ 171 

地域活動支援センターぴあ 

 

      ２  22  

地域活動支援センターみらい塾       １  ５ 

合 計 30 2,598 

Ⅲ型利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

‐ ‐人  ‐日  
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７ 訪問入浴 

重度の障がいのある人の居宅に、浴槽を備えた車両で訪問して行う入浴介護サービス 

です。 

利用状況（令和５年度） 

委託事業所 実利用者数 延利用日数 

宮古市社会福祉協議会 ３人 124 日 

サンホームみやこ ２   56 

合 計 ５  180 

 

８ 日中一時支援 

 （１）実施内容 

 障がいのある人の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常介護して

いる家族の一時的な負担軽減を図る福祉サービスです。 

利用状況（令和５年度） 

実施事業所 実利用者数 延利用日数 

わかたけ学園 ３人  19 日  

らいず      12 218 

かあむ ３   36   

うぇる花夢 24       2,266 

かがやき ２         76  

わ～くす城南 １      134 

太田の園 １      ８ 

緑生園 １      ４ 

合 計 47   2,761 

 

９ 点字・声の広報等発行事業 

視覚に障がいのある人の社会参加を促進するため、点字・声の広報発行事業等を実施

する福祉サービスです。 

発行回数（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託事業所 発行回数 

宮古市社会福祉協議会 79 回  
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10 自動車運転免許取得・改造助成 

身体障がい者が普通自動車免許を取得した場合、重度身体障がい者が自ら所有、運転

する自動車に運転補助装置を取り付ける場合、又は、介護者が所有する自動車に重度身

体障がい者のために可動式の座席を取り付ける場合などに、その改造の経費の一部を助

成します。 

助成状況（令和５年度）      

区 分 件数 

自動車改造費  ２件  

運転免許取得費  ０    

 

11 成年後見制度利用支援 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者で、成年後見制度利

用経費について補助を受けなければ制度の利用が困難であると認められる者を対象に、

成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬等

の全部又は一部を補助します。 

利用状況（令和５年度） 

区 分 実利用者数 

審判請求費用  ０人  

報酬費用  ４    

 

12 自発的活動支援事業 

   障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにするために障がい

者やその家族、地域住民等の団体が行う活動に対して補助金を交付します。 

交付状況（令和５年度） 

 

 

 

区 分 件 数 

岩手県聴覚障害者協会宮古支部 １件   

日本オストミー協会岩手県支部宮古地区会 １ 

合 計 ２ 
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Ⅴ 障害者手帳の交付状況 

１ 身体障害者手帳 

（１）目 的 

身体に障がいのある方の自立や社会活動への参加を促進し、身体障がい者福祉の

増進を図るために、手帳を交付する制度です。 

（２）交付対象者 

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、心

臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、

肝臓機能に障がいを有し、それらが厚生労働省で定めた身体障害者程度等級表の障

がいに該当する方です。 

（３）申請方法 

 

 

医師の診断         市福祉課 

          申請               進達  岩手県社会福祉審議会身体障害者 

           手帳            福 祉 専 門 分 科 会 審 査 部 会 

身体に障がいのある方                   手帳 
 
      相談 
                           県知事（岩手県福祉総合相談センター） 

民 生 委 員                   審 査 決 定 

        等 

（４）手帳所持者数 

   ① 手帳所持者数調（級別）                 各年４月１日現在 

       年 

級 別 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

1   級 908 人 853 人 840 人 811 人 780 人 

2   級 319   300   286   275   269   

3   級 318   287    287   277   276   

4   級 475   429   425   435   428   

5   級 129   120   112   107   104   

6   級 154   136   129   124   119   

合 計 2,303   2,125   2,079   2,029   1,976 

② 手帳所持者数調（障がい別）                    各年４月１日現在 

         年 

障がい別 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

視 覚 障 が い 159 人 153 人 151 人 149 人 148 人 

聴覚・平衡障がい 181   157   145   142   138   

音 声 言 語 障 がい 24   23   24   20   24   

肢 体 不 自 由 1,122   1,024   994   958   910   

内 部 障 が い 817   768   765   760   756   

合 計 2,303   2,125   2,079   2,029   1,976   
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③ 令和５年度中の異動届出状況 

異動事由 新規交付 転 入 転出・返還 変 更 合 計 

異動人数 134 人 ２ 人 192 人 46 人 374 人 

 

２ 療育手帳 

（１）目 的 

    知的障がい者（児）に対して一貫した相談指導を行うとともに、これらの人々に

対する各種の援助を受けやすくするために、手帳を交付する制度です。 

（２）交付対象者 

    児童相談所又は岩手県福祉総合相談センターにおいて、知的障がいがあると判定

された方です。 

 （３）申請方法 

    児童相談所（18 歳未満の方）・岩手県福祉総合相談センター（18 歳以上の方）で

判定を受けていただいた後、市福祉課に申請します。 

 （４）手帳の種別 

  「Ａ」･･･ＩＱがおおむね 35 以下の方（障害の程度が重度） 

  「Ｂ」･･･「Ａ」に該当する以外の程度の方（障がいの程度が中軽度） 

（５）交付後の援助措置 

   ① 特別児童扶養手当 

     療育手帳（重度障がいの記載のあるものに限る。）を提示すれば、特別児童扶養 

    手当受給資格の認定又は再認定のための診断書の提出は、免除されることがあり

ます。 

   ② 心身障害者扶養共済制度 

     知的障がい者（児）であることの証明は、療育手帳に基づいて証明されます。 

（６）手帳の所持状況                各年４月１日現在（単位：人） 

障がい別 

 

 年 

Ａ（重度） Ｂ（中・軽度） 合 計 

18 歳未満 18 歳以上 18 歳未満 18 歳以上 18 歳未満 18 歳以上 

R２ 
212 377 589 

18 194 54 323 72 517 

R３ 
221 383 604 

24 197 58 325 82 522 

R４ 
214 389 603 

25 189 65 324 90 513 

R５ 
206 379 585 

27 179 58 321 85 500 

R６ 
199 374 573 

26 173 47 329 73 500 
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（７）令和５年度中の異動届出状況  

異動事由 新規交付 内容変更 返 還 再交付 合 計 

異動人数 ９人 41 人 10 人 35 人 95 人 

 

３ 精神障害者保健福祉手帳 

（１）目 的 

    一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付することにより、手帳の所持

者に各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の方の社会復帰や社会

参加の促進と自立が図られることを目的とする制度です。 

（２）交付対象者 

    精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制限がある方で

す。 

（３）障がいの等級 

障がい等級 精 神 障 が い の 状 態 

１級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加え

ることを必要とする程度のもの 

３級 
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは

社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

（４）手帳による主な支援策 

   税制上の優遇措置など 

（５）申請方法 

    居住地（実際に住んでいる所）の市町村に申請書と必要書類を提出し申請します。

宮古市に居住地がある方については、市福祉課への申請となります。 

（６）手帳の有効期限 

    手帳の有効期限は２年間です。更新手続きは、手帳の有効期限の日の３ヶ月前か

ら受け付けます。 

（７）手帳の所持状況         令和６年４月１日現在 

１ 級 ２ 級 ３ 級 合 計 

184 人 364 人 104 人 652 人 

（８）令和５年度中の異動届出状況 

異動事由 新規交付 返 還 合 計 

異動人数 103 人 ９人 112 人 
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Ⅵ 特別障害者手当等給付 

１ 目 的 

在宅の重度障がい者（児）に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽 

減するため、手当を支給し、重度障がい者（児）の福祉の向上を図ります。 

 

２ 手当の種類と対象者                      （令和５年度） 

手 当 名  対   象   者 支 給 額 

特別障害者手当 

20 歳以上であって、著しく重度の障がいの状態

にあるため、日常生活において常時特別の介護を

必要とする在宅の方（国民年金障害基礎年金１級

程度の障がいが重複している状態） 

月額 27,980 円 

障害児福祉手当 

重度の障がいがあり、日常生活において常時の介

護を必要とする在宅の児童 

（国民年金障害基礎年金１級程度の障がい状態） 

月額 15,220 円 

経過的福祉手当 

従来の福祉手当受給者で、特別障害者手当の支給

要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も受給でき

ない方 

月額 15,220 円 

 

３ 支給制限 

・障がい者の施設に入所しているとき。 

・病院又は診療所に継続して３ヶ月を超えて入院しているとき。（特別障害者手当） 

・障がいを支給理由とする公的年金を受給しているとき。（障害児・経過的福祉手当） 

・本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が別に定める制限額を超えるとき。 

 

４ 手続き 

次の証明書等を持参のうえ市福祉課で手続きをしてください。 

 ・身体障害者手帳、療育手帳を受けている場合はその手帳 

 ・所定の診断書（市福祉課にあります） 

 ・預金通帳、所得証明書（市外からの転入の場合） 

 ・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類 

 

５ 給付状況 

給付状況                       （単位：延べ支給人数） 

年度 

区分 
Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

特別障害者手当 388人 440 人 426 人 400 人 421 人 463 人 

障害児福祉手当 276   298  324  326  322  296 

経過的福祉手当 ０   ０   ０  ０  ０  ０ 

合 計 664   738  750  726   743   759 
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Ⅶ その他の事業 

１ 福祉タクシー助成給付 

（１）目 的 

   重度障がい者等の社会参加の促進を図るためタクシー料金の一部を助成します。 

（２）対象者 

    次のいずれかに該当する在宅の方 

・身体障害者手帳の交付を受け、障がいの等級が１級又は２級の方 

   ・療育手帳の交付を受け、障がいの程度がＡの方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの等級が１級の方（平成 20 年度よ

り追加） 

（３）手続き 

重度障がい者等であることを証明するもの（身体障害者手帳等）を持参のうえ、

市福祉課で手続きをして下さい。 

（４）助成券の交付 

１ヶ月あたり２枚とし、申請した月から年度末までの月数分を一括して交付しま 

す。 

※ じん臓機能障害により身体障害者手帳１級を所持し、人工透析治療を受けてい 

 る方で、本人及び配偶者の市町村民税が非課税の方については、助成券を追加交 

 付します。特定疾病療養受療証などをお持ちのうえ、お申し出ください。（令和２ 

 年度より追加） 

（５）利用方法 

・タクシー１回の利用につき１枚が限度となります。 

・利用したタクシー料金と助成券との差額は、助成対象者の負担となります。 

・助成券を使用するときは、対象者であることを証明する手帳等を携帯し、タクシ

ー乗務員にその提示を求められたときは、それを提示してください。 

・現在、身体障害者手帳、療育手帳を提示すると運賃の１割引が受けられますが、

精神障害者手帳（１級）所持者については、タクシー券と一緒に手帳を提示した

場合にのみ１割引が受けられます。 

（６）有効期間 

    助成券の交付を受けた日から、年度末までです。 

（７）交付状況            （各年度末現在） 

    項目 

年度 
交付人員 交付枚数 

Ｒ１ 447 人 9,760 枚 

Ｒ２ 433 10,038 

Ｒ３ 421 10,127 

Ｒ４ 402  9,586 

Ｒ５ 397 9,362 
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２ 在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成給付 

（１）目 的 

在宅酸素療法を必要とする者の健康維持とその福祉の増進を図るため、酸素濃縮

装置の使用に要する費用の一部を助成します。 

（２）対象者 

在宅酸素療法を行っている障がい者のうち、重度心身障害者医療費給付該当者（身

体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ等所持者、障害年金１級受給者）を除く者とす

る。 

（３）助成額 

１日当たりの吸入時間 １月当たり助成単価 

12 時間以内 1,000 円          

12 時間超過 2,300 円         

（４）給付実績（令和５年度） 

酸素濃縮器使用助成 
助成人数 

16 人   

 

３ 障害者訓練等給付通所交通費助成 

（１）目 的 

障がい者の経済的負担の軽減を図り、自立の促進に資するため、障がい者が訓練

等施設に通所するために要する交通費の一部を助成します。 

（２）対象者 

    次のいずれかに該当する方 

・交通機関を利用して訓練等施設に通所する者で、身体障害者手帳、療育手帳及び

精神障害者保健福祉手帳を取得しておらず、かつ生活保護を受けていない者 

・各種障害者手帳提示による運賃割引を実施していない交通機関を利用して訓練等

施設に通所する者 

（３）助成額 

交通機関の利用にかかる交通費の２分の１とする。 

（４）利用状況（令和５年度） 

通所施設名 実利用者数 延利用回数 

ワークプラザみやこ １人  49.5 回  

ヴィータ（盛岡市） １   249.0 

合 計 ２   298.5 
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４ 身体障害者介護老人福祉施設短期入所利用 

（１）目 的 

     在宅の重度身体障がい者に、短期間、特別養護老人ホームで、入浴、排せつ、食

事の介護等を行う福祉サービスです。 

（２）利用状況（令和５年度） 

事業所名 実利用者数 延利用日数 

サンホームみやこ １人  137 日  

 

５ 福祉訪問理美容助成事業 

（１）目 的 

外出が困難な障がい者や高齢の生活の質の向上と健康の増進を図るため、自宅や

入所施設で理美容サービスを受けられるよう、理美容師の訪問費用を助成します。 

（２）対象者 

  障がい者又は高齢者で、心身の障がいのため理美容に出向くことが困難な 

 方 

区分 対象者 

障がい者 
重度心身障害者医療費受給者証所持者のうち、外出困難と認められ

る方 

高齢者 
介護認定基準の対象者のうち、介護認定審査会資料「主治医意見書」

の障害老人の日常生活自立度が「寝たきり」と判定された方 

（３）助成額 

理美容師１人あたりの訪問１回につき、２，０００円を助成 

（４）利用状況（令和５年度） 

区分 申請件数 延利用件数 助成額 

個人 施設 

障がい者 ４件  １件 33 件  66,000 円  

高齢者 26   11 443 886,000 

合 計 30   12 476 952,000 

 

６ その他の優遇制度 

（１）手帳の提示による交通費の割引制度 

障がいに関する手帳をお持ちの方は、手帳の種別などに応じて、交通にかかる費用の

割引を受けることができます。次表にかかる割引を受けるには、乗車券等の購入の際や

タクシーに乗車の際に手帳を提示してください。 
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凡例）身障手帳：身体障害者手帳、療育手帳：療育手帳、精神手帳：精神障害者保健福祉手帳 

料金の種類 手帳種別 
減額種別※ 

(等級) 
対象者 

割引乗車券の 

種類 
取扱区間 割引率 

ＪＲ鉄道運賃 身障手帳 

療育手帳 

精神手帳 

 

第１種 

Ａ 

第１種 

手帳所持者及び介護

者１名 

・普通乗車券 

・回数乗車券 

・普通急行券 

・定期乗車券 

全線 

（定期乗車券は、小

児定期乗車券を除く。） 

５割引 

 

手帳所持者（単独） 普通乗車券 片道の営業キロが 

100キロを超えるもの 

身障手帳 

療育手帳 

第２種 

Ｂ 

手帳所持者（単独） 普通乗車券 片道の営業キロが 

100キロを超えるもの 

12 歳未満の手帳所持

者及び介護者１名 

定期乗車券 

 

全線（小児定期乗車券

を除く。） 

三陸鉄道運賃 身障手帳 

療育手帳 

第１種 

Ａ 

手帳所持者及び介護

者１名 

・普通運賃 

・普通回数乗車券 

・通勤定期乗車券 

(通勤定期乗車券

は、介護者と同一区

間の利用に限る) 

５割引(端数

切り上げ) 

精神手帳 (１級) 

身障手帳 

療育手帳 

第２種 

Ｂ  

手帳所持者 ・普通運賃 

・普通回数乗車券  

精神手帳 (２～３級) 

県内バス運賃 身障手帳 

療育手帳 

第１種 

Ａ 

手帳所持者及び介護

者１名 

普通運賃 路線バス、高速バス ５割引(10 円

未満の取り扱

いはバス会社

による) 

詳細は各バス

会社まで。 

身障手帳 

療育手帳 

第２種 

Ｂ 

手帳所持者 

精神手帳 - 手帳所持者（写真貼

付） 

普通運賃（一般

路線バス） 

（高速バス、都市間

バス等は除く） 

航空旅客運賃 身障手帳 

療育手帳 

精神手帳 

- 手帳所持者（写真貼付）

及び介護者１名(12 歳

以上) 
― 

(国内航空会社の国

内定期路線) 

航空会社に

よって異な

りますので、

各会社にご

確認くださ

い。 

タクシー運賃 身障手帳 

療育手帳 

(精神手帳) 

- 手帳所持者 

― 

(精神手帳所持者の

取り扱いについて

は各事業者による) 

１割引 

 

 

 

 

 

 

※ 減額種別：旅客鉄道株式会社が定める規則で区分される。身障手帳及び療育手帳の「旅客鉄道株式会社 

旅客運賃減額」欄の記載により確認することができる。 
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（２）有料道路における障がい者割引制度 

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、手帳の種別などに応じて、有料道路の

通行料金の割引を受けることができます。割引を受けるには、事前に市町村の福祉担

当窓口で申請する必要があります。ＥＴＣ登録の申請はオンラインでも行うことが出

来ます。 

手帳種別 対象 自動車の所有者 割引料金・有効期間 

身障手帳(第１種)、 

療育手帳 

介護者が運転

し、手帳所持者

が同乗 

・手帳所持者本人、配偶者、直系血族及びそ

の配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに

同居の親族等 

・手帳所持者本人を継続して日常的に介護し

ている方 

【割引料金】通常料金の半額 

(端数は 10 円単位で切り上げ)

【割引有効期間】 

新規・変更：手続終了日から 

その後の２回目の誕生日まで 

更新：手続終了日からその後 

の３回目の誕生日まで 

身障手帳 手帳所持者が

運転 

手帳所持者本人、配偶者、直系血族及びその

配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居

の親族等 

■窓口等 

○福祉課障がい福祉係及びオンライン申請特設サイト 

■割引制度に関する問合せ先 

○有料道路ＥＴＣ割引登録係 TEL:045-477-1233(受付時間：平日９時から 17 時まで) 

（３）ＮＨＫ放送受信料の減免 

世帯に障がい者手帳を所持している方がいる場合、ＮＨＫ受信料の減免を受けら

れる場合があります。減免を受けるには申請が必要となります。 

手帳の種類 
半額免除 

(手帳所持者が世帯主の場合) 

全額免除 

(世帯に手帳所持者がいる場合) 

身体障害者手帳 ・視覚、聴覚障がい 

・等級が重度（１級・２級） 

世帯構成員全員が市町村税非課税 

療育手帳 Ａ判定(第１種) 

精神手帳 １級 

■窓口等 

    ○放送受信料について 受信料ナビダイヤル TEL:0570-077-077 

    ○放送受信契約の申込や転居の連絡 受信契約フリーダイヤル TEL:0120-151515 

（４）その他 

項   目 内      容 相  談  先 

駐車禁止の規制除外 障がいに関する手帳をお持ちで、おおむね身障の中

程度以上又は療育のＡ判定、精神の１級の手帳を持つ

方が使用する自動車について、駐車禁止の対象から除

外されます。管轄の警察署窓口で交付する、「駐車禁止

除外標章」を掲出する必要があります。 

宮古警察署 

   

TEL:0120-151515
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項   目 内      容 相  談  先 

ひとにやさしい駐車場

利用証の発行 

歩行困難等により車いす用の駐車区画を必要とする

障がい者（身体障害者手帳視覚障害４級以上、聴覚障

害３級以上、平衡機能障害５級以上、上肢機能障害２

級以上、下肢機能障害６級以上（移動機能障害６級以

上）、体幹機能障害５級以上、内部障害４級以上、療育

手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級）に利用証

が発行されます。 

沿岸広域振興局 

宮古保健福祉環境セン

ター 

自宅投票制度の手続き １、２級の両下肢又は体幹、移動機能の障がい、あ

るいは１～３級の内部障がい又は免疫障がいの身体

障害者手帳を所持している方は自宅で郵便による投

票をすることができます。 

また、上記の方で、１級の上肢又は視覚の障がいの

障害者手帳を所持している方は、あらかじめ市選挙管

理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載

をさせることができます。 

市選挙管理委員会 

自動車に対する税金の

減免 

身体障害者手帳を所持する障がい者のうち、減免基

準に該当する者のために供される自動車について適

用されます。 

・改造自動車に対する消費税 

・乗用自動車に対する自動車税（種別割）、 

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 

・軽自動車に対する軽自動車税（種別割） 

沿岸広域振興局 

宮古地域振興センター 

市税務課市民税係 

税金の控除 心身障がい者（児）あるいはそれらの人を扶養して

いる方について障がいの程度に応じ控除されます。 

・所得税 

・県民税・市民税 

・相続税 

宮古税務署 

沿岸広域振興局 

宮古地域振興センター 

市税務課市民税係 

県営住宅への優先入居 障害程度が中程度以上の障がい者がいる世帯は、入

居条件が緩和されます。 

沿岸広域振興局 

宮古土木センター 
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６ 宮古市身体障害者福祉センター利用状況  

                                    （延べ人員） 

年度 

区分 
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

創作的活動 

(デイサービス) 
318 人 227 人 309 人 276 人 217 人 

機能回復訓練 

（デイサービス） 
3,060 2,828 2,816 2,587 2,223 

社会適応訓練 

（デイサービス） 
356 118 302 482 599 

小 計 3,734 3,173 3,427 3,345 3,039 

更生相談 40 70 72 44 38 

スポーツ・ 

レクリエーション 
2,492 3,478 3,927 3,779 2,871 

その他 2,611 1,661 1,744 1,692 2,027 

小 計 5,143 5,209 5,743 5,515 4,936 

合 計 8,877 8,382 9,170 8,860 7,975 
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